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２．事業の目的と概要 

（１）上位目標 対象地の妊産婦と新生児の健康状態が改善される。 

（プロジェクト目標：対象地域において安全なお産が行われる。） 

（２）事業の必要性（背景） 

 

（イ）事業実施国における一般的な開発ニーズ 

ベトナム社会主義共和国（以下ベトナム）は近年、6％に上る著しい経

済成長1を遂げ、国民の平均貧困率は 1998 年の 37.4％から 2008 年には

14.5％2まで半減した。また同国政府は「国家リプロダクティブヘルス・

ケア戦略」（2001-2010年）をはじめ様々な政策を策定し、保健分野に積

極的に取り組んでいる。こうした対策により、同国の 1歳未満児死亡率

は 1990年の 44.4/1,000出生から、2009年には 16/1,000出生3まで改善

が見られ、妊産婦死亡率も 1990 年の 233/10 万出生から、2009 年には

69/10 万出生まで減少した。ベトナム政府は、1 歳未満児死亡率はミレ

ニアム開発目標を既に達成したものとし、妊産婦死亡率も 2015 年まで

には目標値の 58.3/10万出生を達成する見込みとしている。4 

 

（ロ）対象分野、地域のニーズ 

しかしその一方、地域格差が広がっているのが現状である。ベトナム

58 省のうち 3 番目に貧困率の高い北西部のディエンビエン省では、依

然、住民の約 4割が国の定めた貧困ライン以下の生活を送っている。こ

うした地域格差は、保健指数にも影響を及ぼしている。ディエンビエン

省が属するベトナム北西山間地域の 2009 年の 1 歳未満児死亡率は、

39.7/1,000出生5、妊産婦死亡率は、242/10万出生6と、それぞれ全国平

均に比べて非常に高い数値となっている。 

同省における保健施設は慢性的な資金不足のため、既存の保健施設の

多くが政府の基準を満たしておらず、施設や機材の整備は都市部に比べ

大きな遅れを取っている。また、伝統的な農耕生活を営む少数民族が多

く住むこの地域では、保健サービスが無料で提供されているのにも関わ

らず、保健施設へのアクセスの悪さや言葉や文化の壁から、住民の保健

サービス利用率は極めて低い。地域住民の自宅出産率は約 90％を超えて

おり、出産時の医師や助産師の介助の割合や産前健診などの受診率も低

い。このように利用者が少ないことから、地域の保健スタッフの妊産

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/vietnam/data.html
http://data.worldbank.org/country/vietnam
http://vn.one.un.org/images/stories/MDGs/MDG4_Eng.pdf
http://vn.one.un.org/images/stories/MDGs/MDG5_Eng.pdf
http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=515&idmid=5&ItemID=12097
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婦・新生児ケアの臨床経験と技術は限られている。しかし、技術向上の

ための保健スタッフへの再研修の機会は少ない。 

さらに事業地に住むモン族などの少数民族の女性たちの多くは、ベト

ナム語を理解できないため、保健情報を得ることができず、適切な妊産

婦・新生児ケアに関する知識が不足している。また多くの場合、女性が

保健サービスを受けるという決定権を夫や夫の母親が持っている事も、

女性の保健サービス利用の低さの要因の一つである。当該地域における

妊産婦や新生児が置かれている現状は極めて深刻であり、早急な取り組

みが必要である。 

妊産婦・新生児死亡は、適切な投入によりサポート体制が整備され、

適切な対処を行うことができれば防ぐことが可能なケースが多い。ベト

ナムで報告されている妊産婦死亡の主な原因は、出産時の出血や子癇前

症、感染症などであり、妊娠期から産褥期まで継続的なケアが行われる

ことが妊産婦死亡の回避には重要である。またベトナムの 1歳未満児死

亡率の 60％が新生児期（生後 28日以内）に起きていることから、子ど

もの生存率は、妊娠期から新生児期間にかけてのケアの有無に大きく関

わっているといえる。7  

こうした状況を受けて、ディエンビエン省の中でも貧困率が高くニー

ズの多い、ムオンチャ郡、トアンザオ郡において、妊産婦と新生児の健

康改善に事業を行う。地域に住む妊産婦・新生児の健康改善を実現する

には、様々なレベルのステークホルダーの連携が必要不可欠である。そ

のため本事業では省、郡、コミューン、村落までのトップダウン及び草

の根レベルの両方向の包括的アプローチにより事業を実施する。また同

地域では、自己資金で地域開発プログラムを行っていることから、両事

業の連携による相乗効果により、地域住民、特に母親と子どもの健康改

善への貢献を目指す。 

 

（３）事業内容 

 

本事業は 3年間の計画で実施し、以下の活動を行う予定である。（事業

一年目の活動詳細については、別添⑤を参照のこと） 

 

イ）対象地域の省・郡・コミューンの保健施設の改善を行う。 

 

 既存の保健施設の改修 

 保健施設の産科ケアに関する機材の供与  

 省立母子保健センター・郡病院における新生児ケアユニットの設置 

 省立母子保健センター・郡病院の包括的な緊急産科体制を整えるための

輸血システムの整備 

 

「リプロダクティブ･ヘルス･サービス履行ガイドライン（2002 年公

布）」の基準に基づき、ディエンビエン省立母子保健センター、2 郡病院に

て、産科室の改修、新生児ケアユニットと輸血システム設置のための機器材

供給と施設改修を行う。これらにより、各施設で「包括的な緊急産科ケア」を

提供することが可能になる。また 6 つのコミューン保健センターの産科施設

http://countryoffice.unfpa.org/vietnam/?publications=443
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の拡張と備品供給による環境整備によって、コミューンレベルにて「基礎的

緊急産科ケア」を提供できるようになることを目指す。（既存の設計図は別添

⑥を参照。） 

 

ロ）住民の妊産婦・新生児ケアサービスへのアクセスを向上させる。 

 

 出産介助者チーム（村落出産介助者・村落保健員・女性連合組合員）の

編成  

 村落での保健スタッフ、村落保健員、村落出産介助者による巡回サービ

ス（妊産婦・新生児ケア）の実施  

 コミュニティにおけるリファラル体制の構築 

 

対象 6コミューンの各村落から、村落出産介助者･村落保健員・女性連

合組合員を選任し、出産介助者チームを設置することにより、遠隔地に

住む女性達が出産を行う際のサポート体制を整える。現在、地域保健局

が取り組んでいる、コミューン保健スタッフによる遠隔地への巡回サービス

の強化を行なう。それにより、地域の妊産婦が保健サービスを利用する機会

を増やし、利用者の医療従事者への信頼回復、ひいては施設分娩の割合

の増加を目指す。また、村落からコミューン保健センターまで妊産婦を

移動させるための搬送サポート･チームを設置し、搬送訓練を行うこと

で、緊急時の妊産婦の迅速な搬送に備える。 

  

ハ）郡・コミューン・村落レベルの保健スタッフの妊産婦・新生児ケアに関する

知識・スキルを向上させる。 

 

 参加型手法による各レベルの保健スタッフの研修計画の作成 

 特定の医師に対する妊産婦･新生児ケア（包括的/基礎的な緊急産科

ケアや輸血を含む）の TOT（Training of Trainers）実施 

 TOTを受けた医師による他の医師に対する妊産婦･新生児ケア（包括

的/基礎的な緊急産科ケアや輸血を含む）の研修実施 

 特定の保健スタッフ（主に看護師・助産師）に対する妊産婦・新生

児ケア（基礎的な緊急産科ケアを含む）の TOT実施   

 TOT を受けた保健スタッフによる郡･コミューン保健スタッフに対

する妊産婦･新生児ケア（基礎的な緊急産科ケアを含む）の研修 

実施 

 村落出産介助者に対する自宅での妊産婦･新生児ケアの研修実施 

 

保健省の保健スタッフ研修専門家を招聘し、各レベル（郡・村落・コミュー

ン・）の保健スタッフを対象に、妊産婦・新生児ケアに関する能力･技術の評

価を行い、より効果的な研修計画の作成を目指す。上記研修計画に基づ

き、妊産婦・新生児ケアに関する知識・技術の向上のための研修を行う。研

修は、医師チームと看護師/助産師チーム、村落出産介助者チームに分け、

上位レベルの保健スタッフへの TOT（Training of Trainers）研修を行っ

た後、TOT を受けた保健スタッフが下位の保健スタッフに研修を行う。研修は

緊急産科ケア及び新生児ケアの臨床に重点を置き、医療現場で直ぐに実
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践できる実用的な技術を研修対象者に習得させることを目指す。 

 

ニ）適切な妊産婦・新生児ケアの継続的実施をモニタリングするためのサポ

ーティブ・スーパーバイズ・システムの強化を行う。 

 

 スーパーバイズ・チームの再編成   

 チームに対する、M&E（モニタリング・評価）研修実施   

 チームに対する、サポーティブな指導法の研修実施  

 スーパーバイズ・チームとその他の保健スタッフに向けた COPEの研修実 

施 （COPE：保健施設の提供するサービスの質向上（利用者目線・サービ

ス提供者効率的）の方法） 

 妊産婦・新生児ケアサービスへのスーパーバイズの実施    

 スーパーバイズ・チームにより特定された「保健施設におけるサービスの

課題」の改善支援    

 

ベトナム保健省では、省・郡・コミューンの各レベルが、その下に属する保

健スタッフの技術のサポートやアドバイスを提供する、「スーパーバイズ・シ

ステム」の導入を進めている。しかし事業地では、同システムが機能してい

ないことから、当活動では、事業地の保健施設における「スーパーバイズ・チ

ーム」の再編成と強化を行う。スーパーバイズ・チームに対し、機材や備品

の維持管理法の研修、サポーティブな技術の指導法、モニタリング・評価の

手法や医療データ管理能力向上のための研修を行い、より効率的なサービ

ス提供を目指す。 

さらに、COPE ワークショップ方式の研修を通して、スタッフのコミュニケーシ

ョン・スキルの向上や「利用者目線」に立ったサービス提供能力向上を図る。

また、スーパーバイズ・チームによる定期的なスタッフ指導やミーティングを

通し、保健スタッフがサービスを提供する上での課題や改善策を互いに相

談、共有し、課題を解決していく環境づくりを行う。 

 

ホ）保健スタッフや村落保健員、村落出産介助者の妊産婦･新生児ケア

における行動変容コミュニケーション（BCC）の知識･スキルの改善を

行う。 

 参加型手法による保健スタッフ、村落保健員･村落出産介助者、女性

連合組合員の BCC研修計画の作成 

 郡レベルの保健スタッフによる BCC トレーナー･チームに対する BCC

技術の TOT実施 

 TOT を受けた BCCトレーナーによる他の保健スタッフや村落保健員、

村落出産介助者に対する BCC技術の研修実施   

 

施設分娩や保健サービス利用増加を目指すべく、地域住民に対し BCC

手法による啓発活動を行う。ベトナム語を理解することができない妊産婦

やその家族に対して、正しい妊産婦・新生児ケア情報を提供する BCCコミュ

ニケーター・チーム（コミューン保健スタッフ、村落保健員と村落出産介助

者）を各村落に組織する。BCC コミュニケーター・チームの技術評価を行い、

その能力に基づいて、研修計画を作成する。外部 BCC専門家による BCCト
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レーナー･チーム（郡レベルの保健スタッフ）の TOT研修の後、BCCトレ

ーナー･チームが BCCコミュニケーターに研修を行う。この研修により、

コミュニケーターが妊産婦・新生児ケアに関する情報の効果的な啓発方

法を習得することを目指す。 

 

ヘ）妊産婦や保護者への、妊産婦・新生児ケアに関する知識の普及を目指

す。 

 

 妊産婦や保護者に対する KAP（知識・態度・行動）調査の実施 

 コミュニティにおける「BCC実施計画の作成ワークショップ」実施 

 BCCを促すビラ、ポスター、冊子、ビデオ等の作成、配布   

 各村落における「保健クラブ」の立上げ  

 妊産婦や保護者に対する、BCC手法による啓発活動の実施   

 妊産婦や保護者の行動変容をモニタリングするための家庭訪問の実施 

 

地域の妊産婦や保護者が、妊娠、出産、新生児のケア、健康、保健サ

ービスについてどのような知識、態度、行動を取るのかを把握するため

に専門家による KAP調査（ Knowledge, Attitude and Practice） を行う。

調査結果に基づき、BCC コミュニケーター・チーム主導で「BCC 実施計画作成

ワークショップ」を開き、より効果的で住民が受け入れやすい BCC 実施計画

を作成する。また地域住民が理解しやすい BCCメッセージのビラや啓発

演劇ビデオの作成を行い、住民に配布する。 

各村落に妊産婦や若い母親、保護者対象の「保健クラブ」を立ちあげ、

そこで BCC 冊子などの配布や BCC ビデオ上映を行うことで、妊産婦･新

生児ケアの重要性を住民がより楽しみながら学べることを目指す。村落

保健員、コミューン保健スタッフ、村落出産介助者、女性連合組合員が

定期的に家庭訪問し、各家庭で妊産婦･新生児ケアの知識が実践されて

いるかを確認し、継続的に啓発を行う。これらの活動を通して妊産婦・

新生児のケアに関する知識の普及と行動変容が促進されることを目指す。 

 

（４）持続発展性 ①本事業で改修、整備された施設や機器材は各保健施設に移譲され、デ

ィエンビエン保健省の責任監督のもとで維持管理を行う。事業開始前に

ディエンビエン保健省と施設運営や維持管理の責任の項目を含めた覚

書を交わす。 

 

②事業では、現地保健スタッフに対し、TOT形式（Training of Trainers

―研修生をトレーナーとして養成する研修手法）の研修を行う。一般の

研修と違い、TOT は研修生自身が下位の保健スタッフに研修を行うこと

を通して、研修生自身の技術や能力の向上、またコミュニケーション能

力の強化も目指す。これらを通し、現地保健スタッフが、事業の終了後

も下位の保健スタッフをチームとしてまとめ、育てていくリーダーとし

て育成されることを目指している。③受益者自身の当事者意識や本事業

への主体性（オーナーシップ）を醸成し、意識変化や行動変容を促進す

るための BCC教材を通した啓発活動を行う。これにより、地域住民の保



（様式１） 

- 7 - 

 

健サービスへのアクセスの増加を目指す。また、地域住民が事業の受益

者としてだけでなく、地域の変革の担い手として事業に参加し、事業終

了後も自分たち自身で啓発活動を継続してもらうことを目指している。 

 

④省･郡･コミューンの保健スタッフで構成する「サポーティブ･スーパ

ーバイズ･システム」を強化することで、事業終了後も各レベルでの妊

産婦・新生児ケアのサービスの質向上や改修および供与した施設、機器

材の使用や維持管理状況が定期的にモニタリングされ、改善のためのア

ドバイスやインプットが行われる体制を整備する。 

 

⑤事業予定地では 2010年より、WVの自己資金で 15年計画の総合的な地

域開発プログラム（以下 ADP―保健、教育、人材育成/所得向上）を行っ

ている。そのため本事業終了後も WV が、本事業の効果が継続及びさら

に広く浸透し、妊産婦と新生児の健康改善が対象地域で確実に進んでい

るか、両 ADPにおいて定期的にモニタリングしていく。 

 

⑥上記 ADPのモニタリングの中で、さらに必要な支援が認められた場合

は、ADP を通して持続性や自立性に配慮した補完的な支援を行うととも

に、郡の事業運営管理委員会を通して郡人民委員会、或いはディエンビ

エン省と継続的なフォローアップについて交渉と協議を行う。この協議

を通して ADP は、地域のカウンターパートに本事業の評価やベスト･プ

ラクティスを共有し、事業の効果持続のためのカウンターパートの自主

的な行動を促すアドボカシーを行う。 

 

（５ （５）期待される成果と成

果を測る指標 
事業実施により裨益すると予想される人数 （事業三年間）合計受益者

数：約 140,000人 

直接受益者：対象2郡6コミューンに住む15-49歳の女性：約5,800人、 

同地で３年間に生まれる見込みの新生児：約2,400人、 

支援対象地域の保健スタッフ（省、コミューン、郡）： 

約55人、村落保健員と村落出産介助者：約120人 

間接受益者：約131,500人（対象2郡の地域住民） 

 

事業により期待される成果  

 

【成果１】対象地域の郡・コミューン・村落レベルで、妊産婦・新生児ケアサ

ービスが提供できるようになる。（活動イ、ロ) 

 

指標 

 地域の 3割の妊産婦が施設で分娩を行うようになる 

 事業対象の 62の村落でコミュニティ・リファラル体制が設置され、

利用されるようになる 
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【成果２】対象郡、コミューンおよび村落における通常時及び緊急時の妊産

婦・新生児ケアサービスの質が向上する。（活動ハ、ニ） 

 

指標 

 本事業で研修を受けた郡･コミューン保健スタッフの 7割が、基

準で求められている通常分娩と緊急産科ケアについての知識を

有するようになる 

 8割の郡･コミューン保健スタッフが産前・産後健診を行うようにな

る 

 8 割の出産介助者が基礎的な妊産婦・新生児のケアについての知識

を有するようになる 

 8 割の郡･コミューンの保健スタッフが、モニタリング・評価と

スーパービジョンの知識を有するようになる。 

 保健サービスを利用した地域の女性たちの保健サービスに対する

満足度が、事業開始時より向上する 

 

【成果３】対象地域に住む母親や保護者が適切な妊産婦･新生児ケアを実 

践できるようになる。（活動ホ、ヘ） 

 

指標 

 3割の妊婦が妊娠期間中に 3回の産前健診を受けるようになる 

 7 割の妊婦が研修を受けた出産介助者による分娩介助を受けるよう

になる(自宅分娩/施設分娩) 

 BCCコミュニケーターの7割が妊産婦･新生児ケアにおける BCCにつ

いての知識と技術を有するようになる 

 BCC啓発を受けた 5割の地域住民が、妊娠･出産期において妊産婦と

保護者が注意するべき点を 3つ以上挙げられるようになる 

 BCC 啓発を受けた 5 割の地域の女性が、BCC で勧められたアドバイ

スを実践したことがあると答える 

 BCC啓発を受けた 7割の地域の女性が、妊娠･出産・産後期間中にお

ける 3つ以上の危険サインを挙げられるようになる 

 BCC啓発を受けた 7割の地域の女性が、新生児の危険サインを 3つ

以上挙げられるようになる 

 




